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なら燈花会（猿沢池と五十二段会場）



日時：令和６年７月12日㈮ 午前10時30分～
場所：奈良労働局 別館会議室

令和６年度　奈良労働局安全衛生表彰式令和６年度　奈良労働局安全衛生表彰式

　令和６年度 奈良労働局安全衛生表彰式が行われ、塚本哲夫 陸上貨物運送事業労働災害防止協会 奈良県
支部長が、橋口 忠局長から功績賞を受賞しました。
　長年にわたり労働災害の防止、荷役作業安全講習会や移動健康診断事業の実施など、指導的立場として、
地域事業場の安全衛生水準の向上に多大の貢献を行っていること。また、奈良県トラック協会長としても業
界団体における安全衛生活動に対する積極的な取り組みを行っていることが評価されました。

優良賞
　鹿島建設(株)関西支店
　赤谷3号砂防堰堤工事
奨励賞
　 （株）アンズコーポレーション奈良

工場
奨励賞
　（株）ジェイテクトマシン
　システム結崎工場
安全衛生推進賞
　井上俊之
　 （一社）日本労働安全衛生コンサル

タント会奈良支部副支部長

33

▲受賞者代表謝辞（写真右が橋口局長）
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日時：令和６年６月27日㈭ 午前10時～午後４時50分
　　　　　　　　　28日㈮ 午前９時30分～午後４時10分
場所：奈良県トラック会館　２階　研修室　　参加者：９名　オブザーバー：2名

災害物流専門家研修災害物流専門家研修

　東日本大震災での教訓などを
踏まえて全日本トラック協会が

　物資拠点の開設と運営が適
切・効率的に行われれるよう、
自治体側へ助言と支援をするの
が物流専門家の役割。拠点の候
補としては倉庫が望ましいが、
倉庫が確保できない場合は物資
拠点としてのスペックが高い産
業展示場などを選定。拠点が決

　元日に能登半島での大地震が
発生した我が国は、地震や津
波、台風、豪雨など様々な災害
が今後も想定されます。そんな
大規模災害に備えて、災害物流
の専門家を育成するセミナーを
開催しました。専門家を派遣す
ることで被災自治体との対応や
物資保管場所等での物流の円滑
化を図ることが目的。講師は㈱
NX総合研究所の佐伯剛氏（コ
ンサルタント）、同研究所のゼ

資が届くので、物資の仕分けや
保管スペースをどこにするかな
どあらかじめ想定しておく必要
がある。過去の災害では自治体
庁舎などに支援物資が滞留し、
荷待ちの渋滞や燃料不足、道路
情報の不足など様々な不都合が
生じた。物流専門家は自治体職
員との間で役割分担を明確に
し、物流が円滑に流れるよう調
整とアドバイスを行う必要があ
ります。

として自治体職員に行ってもら
う。盗難や余震対策についても
注意。メディアや議員への対応
にも時間をとられることがある
ので、専任のスタッフを確保し
ておきたい。

ます。研修の主な内容は以下の
通りです。

作成したテキストに沿って講
習。被災地には一度に大量の物

まったら物資を保管するレイア
ウトを作成し、効率よく保管で
きるよう提案する。その際、入
口と出口を分けて、トラックや
フォークリフトがスムーズに流
れるような動線も考える。拠点
での運営管理においては「受付・
誘導」が重要。数量確認は原則

ネラルマネージャー職の椎名博
幸氏。２日間にわたって災害物
流の基礎知識や拠点、輸送、自
治体対応などについての研修を

基礎知識

拠点編

支援物資を円滑に被災者へ届けるために

行いました。参加
者には研修終了
後、修了証が交付
され、災害物流専
門家として全日本
トラック協会の
データベースに個
人として登録され
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▲講師の佐伯 剛 氏 ▲講師の椎名博幸 氏



　２日目の午後からは演習とグ
ループ討議。輸送の原単価をも

　輸送の手配における災害物流
専門家の役割は、自治体が指示
した支援物資の輸送に必要な車
両の種類と台数について助言・
支援をすること。その際、手配
に必要な情報（物資のサイズ・
重量・梱包数・1梱包あたりに

　一般的に自治体では統括、物
資、物流の３つの部門に分けて
支援物資関連体制を組む。都道
府県では物流部門をさらに「拠
点」班、「輸送」班、「拠点内業務」
班に分けることが多い。災害物
流専門家は主にこの３つの班で
活動すると想定される。「拠点」
では物資拠点の選定・確保に向
けた助言、自治体の指示に基づ
く入出荷情報の伝達、拠点の在
庫管理情報の集約と自治体への

検討する。「緊急通行車両確認
標章」や「緊急通行車両確認証
明書」の交付は、災害発生前で
も交付を受けることができるの
で、平時に交付を受けておくと
よい。

に関する調整も都道府県のト
ラック協会が中心になって災害
時協定等の形で合意しておくこ
とが望ましい。

とに必要な保管面積を算出し、
物資拠点のレイアウト図を２班

に分かれて作成。結果をグルー
プの代表が発表。

入数）について、自治体職員と
確認する。特に「食」の単位に
は注意を要する。通行可能ルー
トについては警察でも正確な情
報が得られないことが多く、「通
れるマップ」等を活用する。ま
た緊急輸送道路の優先的活用も

伝達等になると想定される。「輸
送」班では配車計画の策定、輸
送手段の確保等になると想定。
「拠点内業務」班は物資拠点の
運営管理等が主な役割と想定さ
れる。自治体と災害物流専門家
や物流事業者が円滑に連携する
ためには、組織体制や業務の手
順と役割分担について定める。
そのため平時から自治体の災害
部門とは情報を共有し、帳票の
様式を統一し、運賃・料金設定

グループ討議と演習

輸送編

自治体対応
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▲グループ討議の結果発表　A班

▲グループ討議

▲グループ討議の結果発表　B班



飲酒運転根絶の取組み飲酒運転根絶の取組み
○近畿運輸局奈良運輸支局長と緊急対談 (点呼を重点)  
　令和６年６月21日（金）、奈良県トラック協会 塚本哲夫会長が本田泰彦 奈良運輸支局長を訪問し、事
業用トラックの飲酒運転事故に係る資料(全ト協)を示して説明、報告したところ、本田支局長から、「原点
に戻って、基本に忠実な点呼をお願いする。」と話がありました。

　「ミニのぼり旗」の作成   
　　同支局豊田専門官から、「点呼」の徹底を図るため、
　「今まで実施していない施策に取組みましょう。」
　　と指導があり、ミニのぼり旗を作成することになりました。

　　　標記内容は、支局と協会の連名で
　　　「点呼」は安全運行の要
　　　安全最優先の徹底　飲酒運転の根絶
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▲写真中央が、本田 奈良運輸支局長



○奈良県警察本部交通部長へ協力依頼  
　令和６年６月21日（金）、奈良県トラック協会 塚本哲夫会長が緊急に奈良県警察本部松井高志交通部長
に、全日本トラック協会の資料を示し、飲酒運転による事故が増加していることを報告、説明したところ、
警察本部で飲酒運転事故に関連する研修会を開催して頂けることになりました。

○飲酒運転が関係する交通安全研修会の開催 
　令和６年７月５日（金）、午前10時30分から奈良県警察本部会議室において、「飲酒運転が関係する事故
の現状等について」の研修が開催されました。
　研修会には、中秀夫 交通安全担当副会長、 交通安全・労災防止対策委員会 西川武志委員長、樅木副委
員長、中尾委員が参加しました。

　新家分析官から、「人身事故件数は減少傾向にあるが、飲酒運転が関係する事故が前年同期より増加し
ている。警察は、①飲酒運転の取締り、②飲酒運転をさせない環境づくり～ハンドルキーパー運動や運転
代行の利用～を働きかける。」等の話がありました。
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▲写真右が、松井交通部長

▲写真奥左から、今村浩三交通部参事官、新家達大交通事故分析官



○警察署と連携した飲酒運転防止活動の実施
　令和６年７月５日（金）、奈良県天理警察署と奈良県トラック協会天理支部及び田原本支部により、天
理警察署管内の飲食店に「飲酒運転根絶」、「ハンドルキーパー運動」の啓発品を手交し、飲酒運転防止活
動を行いました。
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日時：令和６年７月18日㈭ 午前10時30分～
場所：奈良県産業部長室

奈良県産業部長を表敬訪問奈良県産業部長を表敬訪問

　森本壮一奈良県産業部長を塚本哲夫奈良県トラック協会長が、表敬訪問しました。塚本会長は、燃料価
格高騰に対する支援、協会の定時総会出席への感謝を伝えました。森本産業部長から、「2024年問題で困っ
ていることや価格転嫁等は」とお尋ねがあり、塚本会長は、協会が取り組んでいる諸施策について報告・
説明しました。

7

▲写真中央が、森本産業部長、右が吉村宗浩 経営支援課長



日　：令和６年７月10日㈬
場所：東吉野村役場

　奈良県トラック協会宇陀・吉野支部の裏 大二氏が東吉野村役場を訪問、災害対策啓発冊子を、鍵谷典
秀 副村長にお渡ししました。鍵谷副村長は、「地域の方々に災害対応について周知するため、広報誌に同
封します。」と、話されました。

災害対策啓発災害対策啓発冊子の寄贈冊子の寄贈
東吉野村東吉野村
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▲写真左は、鍵谷副村長



日時：令和６年７月16日㈫ 
場所：下市町役場

災害対策啓発冊子の寄贈災害対策啓発冊子の寄贈
下市町下市町

　奈良県トラック協会吉野支部
は下市町に災害対策啓発冊子
「警戒レベル４　避難指示まで
に必ず避難」を寄贈、役場で寄
贈式を行いました。寄贈式には
昨年、下市に賑わいを作るため
民間の事業者や団体と行政が一

作されたもので警戒レベルに応
じた心構えなどを載せていま
す。「８月号の町民だよりとと
もに町内の各家庭へ配ります。」
と杦本町長が話されました。

体となって創設した「下市町賑
わい創出協議会」のメンバー３
人も同席。同協議会の会長でも
ある杦本龍昭町長へ櫻本貴大支
部長から冊子を手渡しました。
冊子は風水害や土砂災害から身
を守ろうというコンセプトで制

9

▲杦本町長（中央）、左右は「下市町賑わい創出協議会」のメンバー

▲寄贈式のあと懇談



日　：令和６年７月18日㈭ 
場所：五條市役所

災害対策啓発冊子の寄贈災害対策啓発冊子の寄贈
五條市五條市

　奈良県トラック協会は、五條市へ災害対策啓発冊子を持参しました。
　福塚勝彦 五條市副市長が対応していただき、副市長から、能登半島地震の際の救援物資輸送等の話が
あり、協会は、啓発冊子の配布を事業として継続していることを報告しました。
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▲写真中央が福塚勝彦五條市副市長、左が平己危機管理監、右が吉田危機統括室次長

▲国道168号　新坂本トンネル



日　：令和６年７月19日㈮ 
場所：十津川村役場

災害対策啓発冊子の寄贈災害対策啓発冊子の寄贈
十津川村十津川村

　馬場健一 総務課長から、「台風等の自然災害を前に、冊子は、早く地域の方に知らせるため、７月10日
の広報誌に同封して全所帯に配布しました。」と説明がありました。

11

▲十津川村災害対策本部拠点施設

▲写真左から、馬場健一 総務課長、西岡宏樹　防災対策課長
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　　2024 年 5 月 　単純集計表 地区：近畿／県（沖縄除）　：全県

スタンド平均 ローリー平均 カード平均

129.81 114.72 124.44

　　2024 年 5 月 　元売別集計表 地区：近畿／県（沖縄除）　：全県　

元売名 スタンド平均 ローリー平均 カード平均

ENEOS 129.97 114.09 123.84

出光昭和シェル 142.63 115.56 122.50

キグナス

コスモ 121.47 113.54 126.13

その他 126.36 115.54 124.75

　　2024 年 5 月 　月間購入量別集計表 地区：近畿／県（沖縄除）　：全県　

月間購入量 スタンド平均 ローリー平均 カード平均

30キロリットル未満 132.89 114.90 124.96

30～50キロリットル未満 122.38 113.31 120.05

50～100キロリットル未満 117.00 115.18

100キロリットル以上 120.00 113.43

　　2024 年 5 月 　支払期限別集計表 地区：近畿／県（沖縄除）　：全県　

支払期限 スタンド平均 ローリー平均 カード平均

30日未満 121.23 114.48 125.00

30～60日未満 130.57 114.48 124.34

60日以上 141.00 118.57

　　軽油価格推移表 地区：近畿／県（沖縄除）　：全県　

スタンド平均 ローリー平均 カード平均

2024年１月 127.60 114.47 125.74

2024年２月 128.47 114.48 126.83

2024年３月 123.79 115.42 124.88

2024年４月 127.79 115.32 125.32

2024年５月 129.81 114.72 124.44

※消費税抜きの価格となります。

令和６年６月25日現在

（公社）全日本トラック協会

軽油価格調査集計表（2024年５月）
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足を滑らせてリアバンパーから転落（死亡災害）

テールゲートリフターから転落（死亡災害）

　被災者はコンビニエンスストアに荷
物を配送していました。配送先の手前
にある駐車場で荷台コンテナ内にある
荷物の整理を行った後、荷台にあった
段ボールを持ちながら、荷台からトラッ
クのリアバンパーに足をかけ、後ろ向
きで降りようとしたところ、足を滑ら
せてしまい、約52cmの高さから転落
し、頭部を強打しました。なお、同被災
者は保護帽を着用していませんでした。

　被災者はテールゲートリフターに
乗り、工業用油200ℓが入ったドラム
缶１缶を荷台から荷おろしする作業
をしていました。被災者は何らかの
理由でテールゲートリフターからト
ラック後方に転落しました（転落高
110cm）。なお、同被災者は保護帽を
着用していませんでした。

陸上貨物運送事業における労働災害の中で最も多かったのが
「トラック・荷台等からの墜落・転落」です。このパターンの災害事例を分析すると、
67％が「保護帽未着用」でした。そのうちの多くが「高さが2m未満」の地点からの転落であり、
もし保護帽を着用していれば死亡災害に至らなかった可能性があります。

1 トラック・荷台等からの
墜落・転落による
死亡災害

％21.1
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重大な労働災害を防ぐためには



3

 作業手順書を作成しましょう

 複数の作業者で荷役作業を行う場合、作業指
揮者を配置しましょう

 荷台上で作業者が移動する場合、作業指揮者
は地面レベルから全般を見渡し、確認および
指示ができる状況にしておきましょう

 トラック運転席やアルミバンの屋根上など
高所で作業を行う場合は、安全帯を着用する
か、足場を組み作業床を設けましょう

 耐
たいかつせい

滑性のある安全靴等を使用しましょう

作業高によらず、必ず保護帽を着用して荷役作業を行いましょう

「墜落時保護用」を
使用すること

傾けずに被ること

あご紐をしっかりと、
確実に締めること

破損したものは
使わないこと

耐用年数を守ること

着用時（ ）
1

2

3

4

5

わずか50 cmの高さから転落した場合でも、打ちどころによっては死亡
災害に至ってしまうことがあります。高さ2mに満たない地点での作業で
あっても、荷役作業時には必ず保護帽を着用するようにしましょう。
また、常日頃から社員に対して保護帽の意義や効果に関する社内教育を
実施し、保護帽の着用を徹底させるようにしましょう。

▶労働災害を防ぐためのポイント！

対 策

その他、事業者・作業者は次のような対策を講じましょう

5 つのポイント

ひ と こ と
アドバイス
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自動車共済・自賠責共済はぜひ近畿共済でご契約を 
近近畿畿共共済済はは、、組組合合員員ののみみななささままとと一一体体ととななっってて事事故故防防止止にに努努力力ししてていいまますす  

お問い合わせ・ご連絡は当組合奈良事務所 ０７４２―９０－０５１０ 

近畿交通共済からのお知らせ

参加要項 ●

報奨基準 ●

地域表彰 ●

同封しております参加申込書をFAXにて令和6年8月31日（土）までに
当組合へご送信願います。

無事故（近畿共済に事故受付がない）であること。
尚、無事故を達成された組合員様には記念品を贈呈します。

「無事故コンクール」において、期間内の対人・対物共済の事故率が
共済平均以下で、その合計上位8地域を表彰します。　

その心がけが、未来を拓く。

無事故
コンクール

令和6年度

記念品を
贈呈！

達成された
組合員様に

https://www.kinkyo.or.jp〒536-0014 大阪市城東区鴫野西 2‐11‐2 TEL.06-6965-2826 FAX.06-6965-2842

令和6年8月1日（木）から12月31日（火）までの5ヵ月間、令和6年8月1日（木）から12月31日（火）までの5ヵ月間、
8/1→
令和6年

12/31
木

火
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✓普段の体調管理にも注意が必要
寝不足や疲労の溜まっている状況だと熱中症のリスクも高くなりため、普段
の健康管理からも気を配る必要があります。
また、下痢や発熱などの症状が出ている場合は、脱水症状にもつながるリスク
があるため、体調が悪いときは無理をせずに休みを取る選択も必要です。

✓待機・休憩中は涼しい場所へ避難
近年では荷主先によって待機中のアイド
リングストップが義務付けられている現
場も珍しくありません。エンジンを切っ
た車内は室温・湿度共に上がり危険な空
間になるため可能な限り涼しい場所へ移
動しましょう。また、仮眠をとる際にも
可能な限りクーラーを効かせましょう。

ドドラライイババーーのの熱熱中中症症対対策策ポポイインントト
✓喉が渇いていなくてもこまめに水分補給
運転中エアコンを使用していると、喉が渇い
ている体感が少なくても、乾燥して『隠れ脱水
症状』になっている場合があります。緊張状態
が続く運転時は気が付かないうちに汗が出て、
水分不足になりやすい環境でもあります。
経口補水液やスポーツドリンクを用意しておき、
喉が渇く前に水分補給をしましょう！

近畿共済安全通信
全国で猛暑日が続き、外に出るのにも危険を感じる気候。

運転中はエアコンが効いているからと屋外で作業している業種よりも熱中症が
少ないと思っている『あなた』危険です！！！
実は運送業に従事している方が熱中症で死傷する割合が高く、ドライバー自身
はもちろんのこと、事業所単位での熱中症対策を講じる必要があります。

2024.08



奈良・針トラックステーション
お盆の休日のご連絡について
令和６年8月10日㈯～15日㈭まで

暑中お見舞い申し上げます。

平素は協会業務にご理解とご協力を頂き、

ありがとうございます。

事務局もお盆休みを頂きますので、

お知らせいたします。

盆休日は下記のとおりです。

あらかじめご了承賜りますよう

ご連絡申し上げます。

盆休日　～事務局～
令和６年8月10日㈯～15日㈭まで

平成00年０月０日

お盆の休日のご連絡について
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≪緊急連絡先≫
　緊急連絡先をご案内申し上げます。

８月１０日 （土 ） ０８０－８９４１－９２２７  【協会携帯№７】 大西

８月１１日 （日 ） ０８０－８９４１－９２２８  【協会携帯№８】 棚上

８月１２日 （月 ） ０９０－７３４２－７７１５  【協会携帯№１】 山村

８月１３日 （火 ） ０９０－１４４１－３８７８  【協会携帯№６】 上村

８月１４日 （水 ） ０９０－７３４０－７０６１  【協会携帯№５】 森

８月１５日 （木 ） ０９０－８７５８－６９７５  【協会携帯№４】 岸本



トラック協会・陸災防奈良県支部

８月の行事(予定)表
日 曜 時　　間 行　　　　　事 場　　所

１ 木 11：００ ～ 第１回広報委員会 奈良県トラック会館

６ 火 1３：３０ ～ トラックドライバー競技会（全国大会出場選手説明会） 奈良県トラック会館

３1 土 1３：３０ ～ 奈良県フォークリフト運転競技大会 奈良県トラック会館

９月の行事(予定)表
日 曜 時　　間 行　　　　　事 場　　所

４ 水 1３：００ ～ 第１回適正化実施対策委員会 奈良県トラック会館

６ 金 1３：３０ ～ 過労死等防止対策セミナー 奈良県トラック会館

７ 土 ９：００ ～ 小型移動式クレーン運転技能講習会（学科） 奈良県トラック会館

８ 日 ９：００ ～ 小型移動式クレーン運転技能講習会（学科） 奈良県トラック会館

14 土 ８：３０ ～ 小型移動式クレーン運転技能講習会（実技） 奈良県トラック会館

２1 土 トラックの日PR活動 近鉄奈良駅行基広場前

２6 木 1３：３０ ～ 指導・監督者育成講習会 奈良県トラック会館
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ト ラ ッ ク の 構 造 上 の 特 性
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「資料提供　公益財団法人 交通事故総合分析センター」

（一般貨物）対抗右折待機者で見通しのきかない右折時の衝突事故

事業用自動車事故事例 №108



Ｋ Ｉ Ｔ 事 業 の 案 内

24

資
料
編

奈ト協から

奈
ト
協
か
ら



 
「適正化事業・巡回指導報告書」  

奈良県貨物自動車運送適正化事業実施機関 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 

令和６年６月実施結果  

調査事項 調査件数 指導件数 指導率 
 

Ⅰ.事業計画等 

 １．主たる事務所及び営業所の名称、位置に変更はないか。 15 0 0%  
 ２．営業所に配置する事業用自動車の種別及び数に変更はないか。 15 0 0%  
 ３．自動車車庫の位置及び収容能力に変更はないか。 15 0 0%  
 ４．乗務員の休憩・睡眠施設の位置、収容能力は適正か。 15 0 0%  
 ５．乗務員の休憩・睡眠施設の保守、管理は適正か。 15 0 0%  
 ６．届出事項に変更はないか。（役員・社員、特定貨物に係る荷主の名称変更等） 10 0 0%  
 ７．自家用貨物自動車の違法な営業類似行為（白トラの利用等）はないか。 15 0 0%  
 ８．名義貸し、事業の貸渡し等はないか。 15 0 0%  

Ⅱ.帳簿類の整
備、報告等 

 １．事故記録が適正に記録され、保存されているか。 7 0 0%  
 ２．自動車事故報告書を提出しているか。 1 0 0%  
 ３．運転者台帳及び従業員台帳が適正に記入等され、保存されているか。 15 0 0%  
 ４．車両台帳が整備され、適正に記入等されているか。 15 0 0%  
 ５．事業報告書及び事業実績報告書を提出しているか。（本社巡回に限る） 10 1 10.0%  

Ⅲ.運行管理等 

 １．運行管理規程が定められているか。 15 0 0%  
○ ２．運行管理者が選任され、届出されているか。 15 0 0%  
 ３．運行管理者に所定の研修を受けさせているか。 15 2 13.3% ③ 
 ４．事業計画に従い、必要な員数の運転者を確保しているか。 15 0 0%  
○ ５．過労防止を配慮し、適正に管理されているか。 15 5 33.3% ① 
 ６．過積載による運送を行っていないか。                         ☆ 15 0 0%  
○ ７．点呼の実施及びその記録、保存は適正か。 15 0 0%  
 ８．乗務等の記録（運転日報）の作成・保存は適正か。 15 0 0%  
 ９．運行記録計による記録及びその保存･活用は適正か。            ☆ 14 0 0%  
 10．運行指示書の作成、指示、携行、保存は適正か。 4 0 0%  
○ 11．乗務員に対する輸送の安全確保に必要な指導監督を行っているか。 15 0 0%  
○ 12．特定の乗務員に対して特別な指導を行っているか。 11 3 27.3% ② 
○ 13．特定の乗務員に対して適性診断を受けさせているか。 11 1 9.1%  

Ⅳ.車両管理等 

 １．整備管理規程の制定及び整備管理業務がなされているか。 15 0 0%  
○ ２．整備管理者が選任され、届出されているか。 15 0 0%  
 ３．整備管理者に所定の研修を受けさせているか。 15 2 13.3% ③ 
 ４．日常点検基準を作成し、これに基づき点検を適正に行っているか。 15 0 0%  
○ ５．定期点検及びその保存がされているか。 15 0 0%  

Ⅴ.労基法等 

 １．就業規則が制定され、届出されているか。 7 0 0%  
 ２．３６協定が締結され、届出されているか。 15 1 6.7%  
 ３．労働時間、休日労働について違法性はないか。（運転時間を除く） 15 0 0%  
○ ４．所要の健康診断を実施し、その記録・保存が適正にされているか。 15 1 6.7%  

Ⅵ.法定福利 
 １．労災保険・雇用保険に加入しているか。 15 0 0%  
 ２．健康保険・厚生年金保険に加入しているか。 14 0 0%  

Ⅶ.運輸安全 
マネジメント 

 １．運輸安全マネジメントの実施は適正か。 
15 0 0% 

 

指 導 件 数 合 計 509 16 3.1%   

（注）○…重点指導項目 ☆…霊柩は項目から除外  
 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ その他 合計 

通常 ５(2)件   ８(2)件 件 件 件 件 １３(4)件 
新規参入 １(1)件 １(1)件 件 件 件 件 ２(2)件 
新規(他) 件 件 件 件 件 件 件 
特別(労) 件 件 件 件 件 件 件 

特別(他) 件 件 件 件 件 件 件 
総合 ６(3)件 ９(3)件 件 件 件 件 １５(6)件 

（ ）は会員外の件数です 

令和６年６月実施状況 

計画件数 実施件数 

１６件 １５件 

 

実施件数合計 

４１件 

 

令 和 ６ 年 度 月 別 実 施 件 数 
実施月 件 数 実施月 件 数 実施月 件 数 
４月 １２件 ８月 件 １２月 件 
５月 １４件 ９月 件 １月 件 
６月 １５件 １０月 件 ２月 件 
７月 件 １１月 件 ３月 件 
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適正化事業・巡回指導報告書（令和６年６月)
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事 故 対 か ら の お 知 ら せ

独立行政法人自動車事故対策機構（ナスバ） 奈良支所

日頃より当機構に対し、ご理解とご協力を頂きましてありがとうございます。さて、「運輸安全マネジ
メント」の御社の取り組み状況はいかがでしょうか？当機構では次のとおり国土交通省認定運輸安全
マネジメントセミナーを計画しました。多数の皆様方にご参加いただきますよう、ご案内申し上げます。

１．ガイドラインセミナー（中小規模） 受講料：１人 ５,２００円(税込)

運輸事業者における安全管理の進め方に関するガイドライン全１４項目について、安全管理
体制の構築・改善を推進するための取組のねらいや取組方法を項目毎に解説を致します。

日 時：令和６年 ８月 １日（木） １３：００～１６：３０

２．リスク管理（基礎）セミナー 受講料：１人 ５,２００円(税込)

事故防止・再発防止対策に関し、「リスク管理とは？」等についての講義、及び、参加型の
講義（「なぜなぜ分析」等）により事故等の原因分析のワークショップを実施致します。

日 時：令和６年 ８月２２日（木） １３：００～１６：３０

３．内部監査（基礎）セミナー 受講料：１人 ５,２００円(税込)

運輸安全マネジメントのＰＤＣＡサイクルを回していくために、「内部監査とは？」等に
ついての講義、及び、参加型の講義（監査結果の確認と不具合箇所の指摘等）をワークショップ
形式で実施致します。

日 時：令和６年 ９月１９日（木） １３：００～１６：３０

場 所：奈良県人権センター（奈良市大安寺１－２３－１）

受講料は、当日、受付の際に現金でお支払いください。
※奈良県トラック協会会員事業者の場合、ガイドラインセミナーの受講料は交付金対象となります。

【ご一読ください】

① ごご予予約約はナナススババHPから「自自動動車車事事故故をを防防ぐぐ」 「セセミミナナーーののごご予予約約」の順番にククリリッックク。
（予約開始日：令和６年７月９日）＊定員に到達次第予約受付終了。

② おお申申込込みみ者者がが少少なないい場場合合はは、、延延期期又又はは中中止止すするる場場合合ががあありりまますすののででごご了了承承願願いいまますす。。

③ 認定セミナーの制度概要については、当機構のホームページ（http://www.nasva.go.jp/）
→防ぐ
→『ナスバ安全マネジメントサービスのご案内』欄中『ナスバ安全マネジメントサービスの種類』
→『ナスバ安全マネジメント シンポジウム・セミナー、講習会・国土交通省認定セミナー等』
をご覧ください。

こちらをクリックしてください

おお問問合合せせ先先 独独立立行行政政法法人人自自動動車車事事故故対対策策機機構構（（ナナススババ）） 奈奈良良支支所所
〒〒663300--88112222 奈奈良良市市三三条条本本町町９９－－２２１１ ＪＪＲＲ奈奈良良伝伝宝宝ビビルル６６階階
TTEELL 0742-32-5671 FAX 0742-32-5672



　

県県内内のの事事業業用用貨貨物物自自動動車車がが関関係係すするる交交通通事事故故発発生生状状況況

無理のない運行計画を
立て、余裕を持った運行
をしましょう。無理な運転
は過労運転や居眠り運
転につながります。強い
疲労がある際は運転を
控えましょう。

①①運運行行計計画画をを立立てて、、出出
発発時時のの疲疲労労をを確確認認すするる

眠気を感じた場合は、仮
眠を取ったり、軽い体操
を行うなど、早めの休憩
を取り入れましょう。

単調な高速道路での運
転は、眠気や意識低下
に陥ることがあります。
SA・PAでの早めの休憩
を心掛けましょう。

②②疲疲れれをを感感じじたたらら
早早めめのの休休憩憩

③③高高速速道道路路でではは
特特にに眠眠気気にに注注意意

２２

夏のレジャーシーズン、長時間の運転や慣れない道路
での運転を予定していませんか？夏は暑さにより、疲
労や、眠気が増す傾向にあります。体調の変化を見逃
さず、居眠り運転を防ぎましょう。

令令和和６６年年上上半半期期のの交交通通事事故故発発生生状状況況のの特特徴徴はは、、人人身身事事故故件件数数・・死死傷傷者者数数はは前前年年同同
期期とと比比べべ減減少少、、物物損損事事故故件件数数はは増増加加ししてておおりり、、死死亡亡事事故故はは６６月月、、重重傷傷事事故故はは２２月月がが
多多くく、、死死者者ののううちち高高齢齢者者がが占占めめるる割割合合はは約約5566％％ででししたた。。

１１ 県県内内のの交交通通事事故故発発生生状状況況

３３ 運運転転時時のの「「疲疲労労」」・・「「眠眠気気」」にに注注意意

７月1５日現在(概数)

20,630 件 20,368 件 262 件 １日に約 105 件

1,279 件 1,346 件 -67 件 １日に 6 件

死者数 10 人 12 人 -2 人 約1８日に 1 人

負傷者数 1,529 人 1,641 人 -112 人 １日に約 8 人

19,351 件 19,022 件 329 件 １日に約 98 件

令和６年 増減数 備　　考令和5年

物損事故件数

区　　分

人身事故件数

総件数

奈奈 良良 県県 警警 察察 本本 部部 かか らら

1,092 件 1,036 件 56 件

61 件 63 件 -2 件

死者数 1 人 2 人 -1 人

負傷者数 76 人 85 人 -9 人

1,031 件 973 件 58 件物損事故件数

区　　分

人身事故件数

令和5年令和６年 増減数

総件数

7月１５日現在(概数)
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奈良県警察本部からのお知らせ



日時：令和６年７月18日㈭ 午後２時～
場所：奈良県トラック会館　2階　会議室
部会員総数32名　出席24名（委任状15名を含む）

　冒頭、山口滋部会長が「ダン
プ事業者は低賃金やドライバー

の高齢化の進行により、建設資
材等の運搬を行う運転手の確保
が課題となっている。しかしな
がら私たちは公共工事の担い手
として、その重要な使命を果た
すべく尽力し、大型ダンプト
ラックで一般道路を利用してい
ることから、輸送の安全を最重
点課題として日々取り組んでま
いりたい」とあいさつ。
　第20回無事故・無違反チャレ
ンジ運動120達成事業者への表

彰式のあと、来賓の松井高志奈
良県警察本部交通部長は「本日
はおめでとうございます。無事
故・無違反の達成者におかれま
しては、引き続き安全運転に努
めていただき、奈良県、全国に
向けて交通安全を発信して頂き
たい。」と祝辞を述べました。
　このあと審議に入り、原案を
承認しました。

▲松井高志交通部長

ダンプ部会　第20回無事故・無違反チャレンジ運動表彰式ダンプ部会　第20回無事故・無違反チャレンジ運動表彰式
奈良県警察本部　交通部長から表彰奈良県警察本部　交通部長から表彰

▲山口滋部会長

第23回通常総会と第20回無事故・無違反チャレンジ運動120達成グループ表彰式
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第１号議案
　令和５年度事業報告及び収支
決算報告について　監査報告　
⇒　承認

審議事項は次の通りです。

その他
　年会費の件
　現行12,000円の年会費を令和
７年度から15,000円　⇒　承認

第２号議案
　令和６年度事業計画（案）及
び収支予算（案）について　⇒
　承認

第20回無事故・無違反チャレンジ運動120
達成事業者（25社、31グループ）

１グループ５人で編成し、グループ全員が「期間中の交通事故ゼロ・交通違反ゼロ」を達成するよう
安全運転実践・運転のマナーアップに努める。期間は令和５年11月１日～令和６年２月28日の120日間。
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株式会社キタウラ
有限会社財本建材
昭栄運輸株式会社
城建材運輸
高田重機建設株式会社
有限会社龍田
藤秀建設株式会社
株式会社堀川土木建設工業

中島建材株式会社
株式会社中和営繕
有限会社平和運輸
株式会社やまのべ
有限会社合輸
西久運輸株式会社
有限会社丸本建材
株式会社上村組

田口開発株式会社
有限会社小松運輸
有限会社吉村運輸
株式会社今西組
たけや興業株式会社
有限会社辰巳運輸
池原運送有限会社
有限会社キクヨシ
株式会社大紀
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